
 

 

沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館相互貸借利用要項 

 

令和４年３月 25 日 

沖芸大要項第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館運営規程（令和３年沖

芸大規程第 80 号）第 13 条の規定に基づき、国立大学図書館協会、公立大学協会図

書館協議会及び私立大学図書館協会に加盟する大学図書館が協同して実施する学術

情報等の相互利用サービス（以下「相互貸借」という。）に係る本学の利用に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（利用者） 

第２条 相互貸借の利用は、本学の教職員、学生、研究生及び研究員（以下「利用者」

という。）を対象とする。 

（相互貸借の種類） 

第３条 相互貸借の種類は、文献複写、現物貸借及び訪問利用とする。 

（利用申込み） 

第４条 文献複写及び現物貸借の申込みは、文献複写申込書（第１号様式）及び現物

貸借申込書（第２号様式）により行うものとする。 

（文献複写の利用方法） 

第５条 相互貸借により他大学図書館より提供された複製物は、利用者に提供する。 

（現物貸借の利用方法） 

第６条 相互貸借により他大学図書館より貸与を受けた現物資料は、館内利用とする。 

（訪問利用） 

第７条 相互貸借により他大学図書館より依頼を受けた訪問利用は、館内利用とする。 

（費用の負担） 

第８条 相互貸借の利用に要する費用は、利用者の負担とする。 

 

   附 則（令和４年３月 25 日館長決裁） 

この要項は、令和４年３月 25 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 



 

 

第１号様式（第４条関係） 
  

〈ILL 図書館間相互利用〉 

文 献 複 写 申 込 書 

 

 

  申込日 令和   年  月  日 

申 込 者 氏 名  料 金 支 払 
私費（自己負担） 
公費（教員のみ） 

所 属 ・ 身 分  学 生 番 号  

連 絡 先 
メール（                            ） 

電 話（                            ） 

複写物の種別 電子複写・マイクロ形態資料等 ／ モノクロ ・ カラー 

送 付 方 法 普通郵便 ・ 速達 ・ その他（            ） 

注 1：逐次刊行物（雑誌）の最新号は複写できません。 
注 2：複写料、送料等実費は申込者の負担となります。 
注 3：申込み後のキャンセルはできません。 

NII 書誌 I D  ISBN（ISSN）  

書名 (雑誌名 )  

論 文 名  

著 者 名  

出 版 社  発行年  

巻 号  

ペ ー ジ  

典拠（どこから情報を得たか） 

備 考 
 

受付日 / 
担 当  
依頼 No.   ‐ 

 



 

 

第２号様式（第４条関係） 
  

〈ILL 図書館間相互利用〉 

現 物 貸 借 申 込 書 

 

  申込日 令和   年  月  日 

申込者氏名  料 金 支 払 
私費（自己負担） 

公費（教員のみ） 

所属・身分  学 生 番 号  

連 絡 先 
メール（                            ） 

電 話（                            ） 

送 付 方 法 ゆうメール簡易書留付 ・ ゆうパック ・ その他（           ） 

注１：館内閲覧のみ。複写は著作権法の範囲内、楽譜等の複写は不可の場合があります。 

注２：往復の送料等実費は申込者の負担となります。 

注３：借用の延長はできません。 

注４：資料を破損したときは申込者が弁償責任を負います。 

注５：申込み後のキャンセルはできません。 

II 書誌 ID  ISBN（ISSN）  

書 名  

著 者 名   巻 冊   

出 版 社  発行年  

資料の種別 図書 ・ 楽譜 ・ 画集 ・ その他 

典拠（どこから情報を得たか） 

備 考  

受付日 / 
担 当  
依頼 No.   ‐ 

 

 


